
１．農業の競争力強化のための新たな挑戦

（１）品目横断的経営安定対策の導入

【生産条件不利補正対策 １，３９５（０）億円】

（品目横断的経営安定対策（19年産総額） １，７００（０）億円）

対策のポイント

全ての農業者を一律に対象とした施策を見直し、意欲と能力のある担い

手に対象を限定した対策を導入します。

品目別の価格政策から、品目横断的に経営全体に着目した対策に転換し

ます。

（対象者は）

認定農業者 原則として4ha（北海道は10ha）○ 個人や法人の個別経営は、 になって、

する以上の経営規模を確保

集落営農組織 原則として20ha以上の経営規模を○ 集落として経営する を立ち上げ、

する確保

のいずれかの途をとる必要があります。

( については、集落の農地が少ないため、規模拡大が困難な地域や小規模であ規模要件

っても、複合経営等により相当水準の所得を確保している等の場合は、 が各種の特例

あります ）。

（具体的には）

○ 麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょについて、

生産実績に応じた支払い・ 最近３年間（16～18年）の

生産量・品質に応じた支払い・ 19年産以降毎年の

○ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょについて、

最近の平均収入額より下がった場合の補・ 19年産以降毎年の販売収入の合計額が

てんの支払い

の３つの支援がなされます。

政策目標

担い手の育成・確保

＜平成１７年＞ ＜農業構造の展望（平成２７年）＞

認定農業者 約20万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 33万～37万

集落営農 約１万 → 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～４万



＜内容＞

１．生産条件不利補正対策

（１）過去の生産実績に基づく交付金

最近３年間（16年～18年）の麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの

、19年産以降毎年、それぞれの品目ごとに設定され生産・出荷実績に応じて

た以下の を受けることができます。単価に基づく支払

（２）毎年の生産量・品質に基づく交付金

品質別の生産量に応その年の麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの

、それぞれの品目ごとに設定された以下の を受けるこじて 単価に基づく支払

とができます。

【単価】

過去の生産実績 毎年の生産量・品質

に基づく交付金の単価 に基づく交付金の単価

[ ] [ ]面積単価 数量単価

小 麦 27,740円／10 2,110円／60㎏a
（Ａランク・１等の場合）

大 豆 20,230円／10 2,736円／60㎏a
（２等の場合）

てん菜 28,910円／10 2,150円／トンa
（糖度17.1度の場合）

37,030円／10 3,650円／トンでん粉原料用 a
（でん粉含有率17.4％の場合）ばれいしょ

(注)面積単価は、単収の違いを反映して地域別に設定されます。

２．収入減少影響緩和対策

販売収入の合計（１）その年の米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの

額 平均収入額より下がった場合に、差額の９割のが、過去５年の中庸３年の

されます。範囲内で補てん

補てんの原資 生産者１：国３の割（２） とするため、10％の減収に対応できる額を

しておきます。合で拠出

（注）収入減少影響緩和対策は、19年産に係る交付金の支払が20年度に行

われることから、所要額は20年度予算において措置。

[担当課：経営局経営政策課（０３－３５０２－５６０１（直 ）]）
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（２）米政策改革の更なる推進

【米政策改革推進対策 １，９０９（１，５４１）億円】
うち一般会計分 １，６１９（１，５４１）億円

特別会計分 ２９０（０）億円

対策のポイント
米政策改革を更に推進するための新たな対策を構築します。

これにより、１９年産からスタートする新たな米の需給調整システムの

。 、 。定着を図ります また 売れる米づくりと水田農業の構造改革を進めます

（米づくりの本来あるべき姿とは）

・ 担い手が、市場を通じて需要動向を鋭敏に感じとり、売れる米づくりを行うこと

「消費者重視・市場重視の米づくりを基本として、米の安定的供給が行われていく

を、平成２２年度に実現することを目指しています。の姿」

（新たな米の需給調整システムとは）

・ この「米づくりの本来あるべき姿」の実現に向け、農業者・農業者団体が国・都

道府県から提供される需給に関する情報や市場のシグナルを基に、自らの販売戦略

「農業者・農業者団体の主体的な需給調整システム」に即して生産を実行していく

に、１９年産から移行することとしています。

政策目標

平成２２年度に「米づくりの本来あるべき姿」を実現

＜内容＞

１．需要に応じた米づくり・産地づくりの促進（産地づくり対策） 別紙１

（１）産地づくり交付金

地域自らが作成する地域水田農業ビジョンに基づいて地域の実情に応じて、

します。これにより、地域の特色ある水田農業の展開を図実施する取組を支援

ります。 【定 額】

【産地づくり交付金 １９年産 １３２，６６９（１４０，８０８)百万円】

（１９年度 １３２，６６９（１４０，８０８)百万円）

（２）新需給調整システム定着交付金

、 。当面の措置として します地域条件に応じた意欲的な生産調整の取組を推進

これにより、新たな需給調整システムの下での円滑な取組を支援します。

【定 額】

】【新需給調整システム定着交付金 １９年産 １５，０００（５，０００）百万円

（１９年度 １５，０００（５，０００）百万円）



（３）稲作構造改革促進交付金

担い手以外の生産者に対しても米の価格下落等の影響を緩和するための支援

。 、 。を行います また が受け取れるようにします担い手へ集積される場合は加算

さらに、産地の需給改善に向けた取組に対しても支援できるようにします。こ

れにより、米の需要に応じた生産の誘導と担い手への集積を促進します。

【定 額】

【稲作構造改革促進交付金（特会） １９年産 ２９，０３０（０）百万円】

（１９年度 ２９，０３０（０）百万円）

２．水田の飼料作物生産の振興 別紙２

地域自らの提案により生産性の向上や生産コストの低減、作付規模の拡大等、

します。これにより、水田における効果飼料生産振興に直接結びつく取組を支援

的な生産の振興を図り、飼料自給率の向上を目指します。

【定 額、補助率１／２以内】

【耕畜連携水田活用対策事業 １９年産 ５，４０４（６，２０８）百万円】

（１９年度 ５，４０４（６，２０８）百万円）

３．地域協議会等の体制強化

都道府県協議会及び地域協議対策の実施主体であり、地域の調整機関でもある

を行います。これにより、新たな米の需給調整システムへ会に対する必要な支援

の円滑な移行のための体制の強化を図ります。 【定 額】

【水田農業構造改革対策推進交付金 １９年産 １，７３２（２，１２６）百万円 】）

（１９年度 １，７３２（２，１２６）百万円 ））

【定 額】４．過去の生産実績がない案件等への対応

【担い手経営革新促進事業 １９年産 ７，１００（０）百万円】

（１９年度 ７，１００（０）百万円）

※このほか、１８年産に係る所要額を措置（稲作所得基盤確保対策、担い手

経営安定対策及び麦・大豆品質向上対策（大豆分 。））

[担当課：総合食料局食糧部計画課（０３－３５０１－３７９８（直 ］））



別紙１

産地づくり対策 ～地域の特色ある水田農業の展開を推進～

産地づくり対策 １，７６７（１，４５８）億円】【

対策のポイント
地域の特色ある水田農業の展開を図るため、地域の実情に応じて、地域

自らが作成する地域水田農業ビジョンに基づいて実施する取組を支援しま

す。

（産地づくり対策とは）

「地域水田農・ 地域自らの発想・戦略により、水田農業の将来方向を明らかにした

に基づき、 と を図りなが業ビジョン」 需要に応じた作物生産 良好な水田環境の保全

ら、水田農業の構造改革を推進し、 します。消費者の期待に応える産地を育成

・ たとえば、有機栽培や地産地消への取組など や、水田を活用した作物の産地づくり

農地の流動化、生産の組織化・法人化など に向けた取組を支援します。担い手の育成

政策目標

平成２２年度の「米づくりの本来あるべき姿」の実現に向け、

水田農業の構造改革を推進

＜内容＞

１．地域の特色ある水田農業の展開

地域水田農業ビジョンに基づいて実地域の実情に応じて、地域自らが作成する

します。これにより、地域の特色ある水田農業の展開を図りま施する取組を支援

す。 【定 額】

【産地づくり交付金 １３２，６６９（１４０，８０８）百万円】

２．地域条件に応じた意欲的な生産調整の取組を推進

当面の措置として、 します。地域条件に応じた意欲的な生産調整の取組を推進

これにより、新たな需給調整システムの下での円滑な取組を支援します。

、 、 、また 一定部分については 前年度の水田における作物の作付状況を踏まえて

都道府県別配分の見直しを行うものとします。 【定 額】

【新需給調整システム定着交付金 １５，０００（５，０００）百万円】

３．米の産地銘柄ごとの需要に応じた生産の誘導と担い手への集積の促進

担い手以外の生産者に対しても米の価格下落等の影響を緩和するための支援



担い手へ集積される場合は（国の算定単価： 円 ）を行います。また、4,000 /10a
（国の算定単価： 円 ）が受け取れるようにします。さらに、産地加算 3,000 /10a

の需給改善に向けた取組に対しても支援できるようにします （地域段階であら。

、 。） 、かじめ取り決めることにより 産地づくり交付金への融通が可能 これにより

米の需要に応じた生産の誘導と担い手への集積を促進します。 【定 額】

【稲作構造改革促進交付金（特会） ２９，０３０（０）百万円】

担当課：生産局農産振興課 （０３－３５９１－８７３３（直 ））

総合食料局食料企画課（０３－３５０２－７９４２（直 ））

○ 米政策改革推進対策の見直し

◎

◎

◎

◎

○麦・大豆品質向上対策

○畑地化推進対策

○産地づくり交付金

メニュー

・米の生産調整の推進

・水田を活用した作物の産地づくり

・水田農業構造改革の推進（担い手の育成）

特別調整促進加算（超過達成 等）

稲作所得基盤確保対策

・米の生産調整の推進
・水田を活用した作物の産地づくり
・水田農業構造改革の推進（担い
手の育成）
・米の価格下落等に応じた支払い
（品目横断的経営安定対策加入者
は対象から除く）※

注）

担い手経営安定対策
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〔品目横断的経営安定対策へ移行〕

〔その実効性を確保し、実施〕
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○耕畜連携推進対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象
にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

米価下落対策の基本的な仕組み

・ 面積による定額払いとし、生産者拠出金
を廃止。価格変動方式ではなく、固定方式
を基本としての支払（ただし、品目横断的経
営安定対策の補てん水準（減収の９割）を
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積算を分けて提示

担い手経営安定対策

集荷円滑化対策

〔

〔

産地づくり対策

○耕畜連携推進対策
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メニュー

水田の利活用対策として、産地づくり対策とは別途に
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○耕畜連携推進対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象
にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

米価下落対策の基本的な仕組み

・ 面積による定額払いとし、生産者拠出金
を廃止。価格変動方式ではなく、固定方式
を基本としての支払（ただし、品目横断的経
営安定対策の補てん水準（減収の９割）を

新たな産地づくり対策（平成19年度～平成21年度）

当面の
措置

現 行 見直し後

○産地づくり交付金及び稲作構造改革促進交付金

（稲作構造改革促進交付金）

メニュー

◎

◎

◎

◎

○麦・大豆品質向上対策

○畑地化推進対策

○産地づくり交付金

メニュー

・米の生産調整の推進

・水田を活用した作物の産地づくり

・水田農業構造改革の推進（担い手の育成）

特別調整促進加算（超過達成 等）

稲作所得基盤確保対策

・米の生産調整の推進
・水田を活用した作物の産地づくり
・水田農業構造改革の推進（担い
手の育成）
・米の価格下落等に応じた支払い
（品目横断的経営安定対策加入者
は対象から除く）※

従来の産地づくり交付金部分と※
積算を分けて提示
従来の産地づくり交付金部分と※
積算を分けて提示

担い手経営安定対策

集荷円滑化対策

〔

〔

産地づくり対策

○耕畜連携推進対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象
にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

米価下落対策の基本的な仕組み

・ 面積による定額払いとし、生産者拠出金
を廃止。価格変動方式ではなく、固定方式
を基本としての支払

・ 交付単価について、担い手への集積に
取り組む場合の加算を設けた二階建て

・ 交付面積は担い手の育成・増加の見通
し等を踏まえて、期間中に漸減するようあら
かじめセットし、品目横断的経営安定対策
への移行を誘導

・ 交付面積は担い手の育成・増加の見通
し等を踏まえて、期間中に漸減するようあら

新たな産地づくり対策（平成19年度～平成21年度）

当面の
措置

現 行 見直し後

○産地づくり交付金及び稲作構造改革促進交付金

メニュー

水田の利活用対策として、産地づくり対策とは別途に
・ 耕畜連携水田活用対策
・ 水田における過去の生産実績がない案件等への対応（再掲）
を実施

新需給調整システム定着交付金
（特別調整促進加算を見直し）

超えないよう措置）



別紙２

水田の飼料作物生産の振興

耕畜連携水田活用対策事業 ５４億円（６２）億円】【

対策のポイント

地域の創意工夫を活かした飼料生産の振興に直接つながる取組を支援

する事業を創設します。これにより、水田における効果的な飼料作物の生

産振興を図り、飼料自給率の向上を目指します。

（耕畜連携とは）

・ 水田を所有する耕種農家と畜産農家の連携を今まで以上に強化することにより、

「牛－草－土」の循環による します。持続的な飼料生産体系を構築

政策目標

飼料自給率の向上

２４％（平成１５年度） → ３５％（平成２７年度）

＜内容＞

○ 水田における飼料作物生産の振興

地域の創意工夫を活① 生産性の向上や生産コストの低減、作付規模の拡大等、

します。例えば、地域における水田飼料作物生産かした飼料生産振興を支援

に係る調整活動、排水条件の改良等生産条件を改善するための簡易な基盤整

備や細断型ロールベーラー等の高性能機械導入等の取組を支援します。

【定 額、補助率１／２以内】

稲発酵粗飼料など地域の水② 地域の創意工夫により設定した単価に基づいて、

を支援します。田状況に適した飼料作物の生産や肉用牛放牧等の取組

【定 額】

【耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（６，２０８）百万円】

[担当課：生産局畜産部畜産振興課（０３－３５０２－３３８１(直 ）]）



（３）新たな発想に立った担い手支援策の創設

【担い手育成・確保支援対策 １７６（０）億円】

対策のポイント

農政の抜本的改革に当たり、１９年度から２１年度までの３年間を「集

中改革期間」として、担い手の育成・確保に取り組みます。この中で、従

来の発想を超えた斬新な手法で、担い手のニーズに即した支援を集中的・

重点的に実施します。

（例）

・ 各種の担い手向け支援措置が、 に受けられます。ワンストップ的

・ 融資を主体として機械等を導入する際 が受けられます。自己負担部分について補助

・ 地域内の農地を担い手に した場合に、実績に応じまとまった形で団地化して集積

た促進費が受け取れます。

・ 認定農業者が新たにスーパーＬ資金等を借りる場合、 となります。無利子

新たに麦・大豆の生産に取・ 担い手の経営規模の拡大や生産調整の強化に対応し、

が受けられます。り組む場合、新たな支援措置

政策目標

担い手の育成・確保

＜平成１７年＞ ＜農業構造の展望（平成２７年）＞

認定農業者 約20万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 33万～37万

集落営農 約１万 → 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～４万

＜内容＞

１．認定農業者・集落営農組織へのトータルサポート体制の整備 別紙１

ワンス全国約1,000ヶ所の担い手育成総合支援協議会に、担い手支援のための

トップ窓口を設置 経営相談・技術指導・法人化支援・農地します。この窓口で、

など、あらゆる担い手向けのの利用調整・担い手の組織化支援・再スタート支援

サポート活動を一元的に行います。なお、これに伴い関係する支援・助成事業を

再編・統合します。 【定 額、補助率１／２】

【担い手アクションサポート事業 ３，５００（０）百万円】



２．重点地域における経営構造改革のための新しい総合対策の実施 別紙２

地域の合意形成を基本として、担い手の育成のために新たな手法による総合的

な支援対策を講じます。

融資残の事業実施地区における担い手は、農業用機械施設等の導入に際して、

等を得ることができます。自己負担部分への補助や追加的な信用供与

【融資残額（３／１０上限 、定 額】）

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 ３，５１５（０）百万円】

３．担い手の分散ほ場を解消するための施策の創設 別紙３

農地を規模拡大に伴ってほ場が分散しがちな現場の実態に対応して、担い手に

するための支援措置等を新設します。まとまった形で団地化して集積

【定 額、補助率１／２】

【担い手農地集積高度化促進事業（特会） ２，５００（０）百万円】

４．担い手に対する金融上のメリット措置の拡充 別紙４

認定農業者が借り受ける し、担い手の育成スーパーＬ資金などを無利子で融通

また、担い手が緊急に必要とする小口の・確保を金融面から強力に支援します。

資金について、 する仕組みをつくり迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判断

ます。

【スーパーＬ資金等の無利子化措置

（農山漁村振興基金からの利子助成）９００（０）百万円】

【無担保・無保証人によるクイック融資 １００（０）百万円】

５．担い手の経営革新を促進するための支援 別紙５

経営規模の拡大や生産調整の強化に対応しつつ、良品質な農産物の効率的な生

新たに麦・大豆を生産する場合などの支援産に取り組む意欲的な担い手に対し、

策を講じます。 【定 額】

【担い手経営革新促進事業 ７，１００（０）百万円】

[担当課：経営局総務課（０３－３５０２－６４３２（直 ）]）



担い手の育成・確保対策の抜本的改革について

組 織 化 ・ 法 人 化

（平成２７年）

・認定農業者が借り受けるスーパーL資金などを無利子で融通
・緊急に必要とする小口資金について、迅速に無担保・無保証人での融資可否を判断

地域の合意に基づき、担い手が融資を活用してトラクター、田植機などの機械・施設
等を導入する際に、融資残の自己負担部分に対して補助

担い手へのトータルサポートの実施

制度資金の充実・強化

農地の面的集積支援

経営革新促進事業

融資主体型補助の創設

平成１９年度概算決定額 （総額１７６億円）

認定を受けて
いない農業者

集落営農が
ない地域

認定を受けて
いない農業者

集落営農が
ない地域

集落営農

１万
特定農業団体 213
特定農業法人 345

担い手にとって真のコストダウンにつながる団地化したまとまりある形での利用集積
に対して、集中的に支援

需要に応じた生産や経営革新の取組を伴いつつ、経営規模の拡大や生産調整の
強化への対応などを行う者に対し支援（過去の生産実績がない案件等への対応）

担い手支援のためのワンストップ窓口を設置し、経営相談、技術指導、農地の利用
調整など、あらゆる担い手向けのサポート活動を一元的に実施

【担い手アクションサポート事業 ３５億円】

【スーパーＬ資金等の無利子化措置 ９億円】
【無担保・無保証人によるクイック融資 １億円】

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 ３５億円】

【担い手農地集積高度化促進事業 ２５億円】

【担い手経営革新促進事業 ７１億円】

家族農業
経営

３３～３７万

法人経営
１万

集落営農
経営
２～４万

効率的かつ
安定的な
農業経営

認定農業者

２０万

規 模 拡 大 ・ 経 営 改 善・革 新

認定農業者・集落営農に対する強力な政策支援



別紙１

担い手アクションサポート事業

【３，５００（０）百万円】

対策のポイント

全国約1,000ヶ所の担い手育成総合支援協議会に、担い手支援のための

ワンストップ窓口を設置します。この窓口で、経営相談・技術指導・法人

化支援・農地の利用調整・担い手の組織化支援・再スタート支援など、あ

らゆる担い手向けのサポート活動を一元的に行います。

＜内容＞

１．ワンストップ支援窓口の設置

担い手（認定農業者・集落営農組織）が抱える様々な経営課題の相談に一元的

総合的な支援相談窓口をに応じるため、都道府県・地域段階の担い手協議会に、

します。設置

２．担い手アクションサポート会議の設置・運営

担い手が必要としている支援の内容等について協議し、その実施について担

い手協議会へ提言を行うため、コーディネーター（普及指導員・行政のＯＢ等）

「担い手アクションサを中心に、認定農業者や集落営農組織の代表者等からなる

します。ポート会議」を設置

３．担い手アクションサポートチームの設置・運営

担い手協議会の構成団体とスペシャリスト（税理士・中小企業診断士等）から

なる して 「担い手アクションサポ「担い手アクションサポートチーム」を設置 、

ート会議」の提言を踏まえて しま具体的な支援内容を決定し、以下の支援を実施

す。

（１）担い手アクションサポート活動

担い手個々の経営課題に対応するよう、個別に以下の支援を行います。

① 経営・技術相談、コンサルティング

② 資格取得など、 支援スキルアップ

③ 担い手自らが行う の支援組織化

④ （リーダー、会計責任者等）の育成地域農業を支える人材

⑤ 集中的な 支援技術・営農

⑥ の育成・確保 など新たな人材



（２）担い手育成・確保活動

担い手の育成・確保を図るため、以下の支援を実施します。

制度や各種支援策のＰＲ① 認定農業者や特定農業団体等の

② 支援、工程管理農業経営改善計画や特定農用地利用規程等の作成

農地の利用調整③ 農地情報の整備、農地監視活動等

④ 農業における など再スタート支援

＜特記すべき事項＞

（１）行政・ＪＡ・農業委員会など地域における関係機関の担い手育成機能を１ヶ

新たにワンストップ支援窓口として、経営や技術に関する相談所に集約し、

します。これにより、担い手が必要とする支援に一元的に応じる体制を整備

を受けやすくします。

（２）これまでの し、様既存の担い手育成のための６つの事業を１つに整理・統合

々な支援活動を選択できるようメニュー化します。これにより、多様な担い

手の経営発展に応じた支援活動を総合的に実施します。

１８年度 １９年度

①認定農業者等担い手育成・確保支援事業

②集落営農育成・確保支援事業

③農地の利用調整活動支援事業

④新規就農者・女性農業者等育成・確保支援事業

⑤担い手育成・確保普及支援事業

⑥集落営農育成・確保緊急支援事業

[担当課：経営局経営政策課（０３－３５０１－３７４２（直 ）]）

担い手

アクション

サポート事業



別紙２

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

【３，５１５（０）百万円】
対策のポイント
地域合意を基本として、担い手の育成のために新たな手法による総合的

な支援対策を実施します。事業実施地区における担い手は、農業用機械施
設等の導入に際して、融資残の自己負担部分への補助や追加的な信用供与
等を得ることを可能にします。

＜内容＞
地域の合意形成に基づき、地域農業の構造改革の方向性を取りまとめた地域構造

（ ） （ ） 、改革プロジェクト計画 仮称 を作成した地区 構造改革重点地区 を対象として

担い手の経営責任を基本としつつ、以下の新たな支援を総合的に実施します。

１．プロジェクト融資主体型補助（融資残補助）
認定農業者等の担い手による融資を主体とした農業用機械施設等の導入に際し

て、 します。これにより、担い手の融資残の自己負担部分について補助金を交付

経営責任と創意工夫による主体的な経営展開を補完的に支援します。

２．追加的信用供与
プロジェクト融資主体型補助に係る融資の円滑化を図るため、農業信用基金協

金融機関への債務保証（担い手の信用保証）を会への交付金の積み増しにより、

します。拡大

３．一体的な支援措置
（１）農地の面的集積の促進

面的なまとまりのある形での農地の利用集積を実現した場合に交付される面

構造改革重点地区にあっては、加算措置により上乗的集積促進費について、

します。せして支援

【担い手農地集積高度化促進事業（特会） ２，５００（０）百万円】

（２）担い手へのサポート事業の集中的展開
担い手の を一体的に実施します。経営課題に対応したきめ細やかな経営支援

【担い手アクションサポート事業 ３，５００（０）百万円】

【経営者組織連携研さん・高度経営支援事業 ３８（０）百万円】

（３）地域における生産・流通等経営基盤の整備
強い農業づくり交付金（経営力の強化）との一構造改革重点地区について、

します。体的な取組を重点的に支援

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円】

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５０１－３７６８（直 ）]）



別紙３

担い手農地集積高度化促進事業

【２，５００（０）百万円】
対策のポイント
規模拡大に伴ってほ場が分散しがちな現場の実態に対応して 担い手に、

まとまった 。農地を 形で団地化して集積するための支援措置等を新設します

＜内容＞
増加する耕作放棄地の受け手となる担い手の不足、農地の分散化による担

い手の規模拡大意欲の低下など、地域が抱える様々な課題を踏まえ、効率的
農地の面的な利用集積や地域かつ安定的な農業経営を育成・確保するため、
します。内外からの広域的な農地の売買・貸借などを促進

１．農地の団地化に向けた活動の支援
農用地利用改善団体などが 担い手に農地をまとまった形で団地化して集積 面、 （

的集積）するため、面的集積の現状・目標や農地の権利移転計画などを内容とす

る 、担い手への面的集積を実現した場合、実績に応じ面的集積促進プランを定め

面的集積促進費 農地の出し手・受け手などにを農用地利用改善団体などを通じて

ます。支払い

２．農地の出し手・受け手の募集体制の整備
インターネットによ耕作放棄地の増加や担い手の不足が深刻な地域を中心に、

し、地域内外から広く農地のり農地の売買、貸借などの希望に関する情報を公開

出し手・受け手を募集できる仕組みを構築します。

また、集約した農地情報を地域の農用地利用改善団体などに提供することによ

り、担い手への農地の面的集積に寄与します。

３．効率的な農地利用に向けた支援
現場の調整スケジュールに対応し、事業採択申請までの２年間以内に利用集積

を図った農地に対して、 を行い、整地、客土、暗きょ整備などの簡易な基盤整備

効率的な農地利用を支援します。

○ 面的集積促進費の交付単価一覧

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ）]）

500,000円/地区－定額事業連携加算

500,000円/地区－定額遊休農地加算

500,000円/地区－定額長期契約加算

1～4ha 15,000円/10a
4～7ha 20,000円/10a
7～10ha 25,000円/10a

上限(10ha～)都府県3,000,000円/地区
上限(30ha～)北海道9,000,000円/地区

－定額規模拡大加算

15,000円/10a15,000円/10a１／２以内基本単価

認定農業者集落営農組織補助

500,000円/地区－定額事業連携加算

500,000円/地区－定額遊休農地加算

500,000円/地区－定額長期契約加算

1～4ha 15,000円/10a
4～7ha 20,000円/10a
7～10ha 25,000円/10a

上限(10ha～)都府県3,000,000円/地区
上限(30ha～)北海道9,000,000円/地区

－定額規模拡大加算

15,000円/10a15,000円/10a１／２以内基本単価

認定農業者集落営農組織補助



別紙４

担い手に対する金融上のメリット措置の拡充

【スーパーＬ資金等の無利子化措置
（農山漁村振興基金からの利子助成）９００（０）百万円】

【無担保・無保証人によるクイック融資 １００（０）百万円】

対策のポイント
認定農業者が借り受けるスーパーＬ資金などを無利子で融通し、担い手

の育成・確保を金融面から強力に支援します。また、担い手が緊急に必要
とする小口の資金について、迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判
断する仕組みをつくります。

＜内容＞
１．スーパーＬ資金等の無利子化措置

【 農山漁村振興基金からの利子助成）９００（０）百万円】（
スー平成１９年度から３年間の「集中改革期間」に認定農業者が借り受ける

を講じ、担い手の育成・確保を強力に推進しパーＬ資金等を、無利子とする措置

ます。

① 貸付対象者

認定農業者

② 資金使途

スーパーＬ資金（安定化長期資金を除く 、農業近代化資金）

③ 無利子化措置の限度額

個人１億円、法人３億円（５００万円以下の小口の融資は対象としない）

． 【 （ ） 】２ 無担保・無保証人によるクイック融資 １００ ０ 百万円
企業経営診断手法（スコアリング手法）を活用し、担い手が営農活動を行う

最速１週間で無担保・際に緊急に必要となる比較的小口の一定額までについて、

できる仕組みをつくります。無保証人での融資の可否を判断

① 貸付対象者

認定農業者及び一定の要件を満たす集落営農（スコアリングシステムにより経

営実績が一定格付以上(正常先)と判断された者に限る）

② 資金使途

スーパーＬ資金（安定化長期資金を除く 、農業近代化資金）

③ 無担保・無保証人でのクイック融資の限度額

５００万円まで無担保・無保証人で融資

④ 手続き

決算書等を提出した日から最速１週間程度で融資可否を判断

[担当課：経営局金融調整課（０３－３５０１－３７２６（直 ）]）



別紙５

担い手経営革新促進事業

７，１００（０）百万円】【

対策のポイント

更なる経営発展をめざす意欲的な担い手には、品目横断的経営安定対策に

よる支援に加え、規模拡大等に向けた経営革新のための取組に対する支援を

行います。

＜内容＞

１．経営革新モデルの実践に対する支援

米・麦・大豆など複数の作物を組み合せた経営の中で、新しい技術を導入しつ

つ、農地と農業機械の効率的な利活用やそれぞれの作物に対する労働力配分の

経営革新に取り組む担い手 モデル経営とし合理化などの に対し、地域における

します。ての実践経費を支援

【担い手経営革新促進事業のうち １，７００（０）百万円】

２．麦・大豆などの新規作付けに対する支援

担い手が、良品質な農産物を効率的に生産するための取組を進めながら、経営

規模の拡大や生産調整の強化への対応により、 す麦・大豆などの作付けを拡大

る場合、拡大部分に対し、 を行います。経営安定が図られる水準の支援

【担い手経営革新促進事業のうち ５，４００（０）百万円】

[担当課：経営局経営政策課（０３－３５０２－５６０１（直 ）]）



（４）野菜・果樹対策の見直し

① 新たな野菜対策

【野菜対策 １２１（９５）億円】
対策のポイント
消費者のニーズに応えた生産を行う産地を作り、供給量の振れをより小

さくするなど、野菜対策を充実していきます。①契約取引の拡大、②需給
調整の的確な実施、③担い手を中心とした産地への重点支援が見直しの内
容です。

（野菜をめぐる情勢）

・ にあり年間252万t（自給率79%）輸入量は増加傾向

・ 一般家庭用では、生の輸入野菜の使用はわずかであるが(輸入割合：0.5%→2%)、

での使用は (輸入割合：12%→26%)加工・業務用 大幅に増加

政策目標
市場入荷量の変動を抑制：変動係数「1.8%（現状）→1.6%以下（27年 」）

加工向け出荷量の増加：66万t（現状）→80万t（27年）

＜内容＞
１．契約取引の推進

の契約取引に取り組む産地のリスクを軽減する事業（契約野菜安定供給事業）

を図ります。拡充・運用改善

① 量販店等に野菜を納入している業者を産地の契約対象者に追加

② 皮むき、ふたつ割等の簡易な処理を行った野菜を対象に追加

③ 価格高騰時におけるリスクを軽減できるよう補てん条件を改善

④ 取引価格設定期間を延長

２．需給調整の的確な実施
価格安定制度と需給安定対策と産地が需給調整に自ら積極的に取り組むよう、

を図ります。の連携強化

① 需給調整に参加している産地と参加していない産地に補てん率に１０％の格

差を設定

② 計画的出荷の実施状況に応じて価格安定制度の補てんを行う仕組みを強化

③ 価格安定制度の最低基準額を引き上げ

④ 産地廃棄した場合の交付金単価を一律に設定

３．担い手を中心とする産地に対する重点的な支援
生産者将来においても安定的・継続的に野菜の生産を行うことが見込まれる

（ ） 、認定農業者が基本 の育成・確保と計画的な生産・出荷への取組状況に応じて

します。産地間に補てん率の格差を設定

【補助率６５／１００ 】、６０／１００、５０／１００、定 額

【野菜価格安定対策費補助金 １２，０５５（９，５３１）百万円】

［担当課：生産局野菜課（０３－３５０１－０９８４（直 ］））



② 新たな果樹対策

【果樹対策 ５２（４）億円】

対策のポイント
消費者の好みにあった新鮮でおいしい国産果実を安定的に供給できる産地

を育成します。

果樹産地自ら 戦略 、担い手の育成や優良品目・品種へのが立てた に基づき

転換等の構造改革を進めます。

（最近栽培が増えている新品種などの例）

デコポン（伸び率（過去３年・ 最近、うんしゅうみかんやなつみかんなどに代わり、

間）1.1倍 、せとか（2.9倍 、はるみ（2.0倍）など、より甘くて食べやすい新しい） ）

の栽培が増加しつつあります。かんきつ類

（ ）、 （ ）・ また りんごでは 甘くて、 、 果汁の多い品種(シナノスイート 2.2倍 秋映 2.2倍

の栽培が増加しつつあります。など）

政策目標
【新しいかんきつ類等へ転換】

うんしゅうみかんの栽培面積の１０％程度（27年）

【新品種へ転換】

りんご（ふじ等の晩生種）の栽培面積の５％程度(27年）

＜内容＞

１．高品質果実を安定的に供給するための需給の安定

一部を加工原料(ジュ気象の影響により一時的に出荷が集中する場合に、その

ます。これにより、 、産地・担い手が進ース等)に仕向け 需給の不均衡化を防ぎ

める構造改革や消費者への高品質果実の安定供給を図ります。

【 、 】補助率１／２ 定 額

【果実需給安定対策事業 所要額 ４５８（４０５）百万円】

２．新鮮でおいしい国産果実を安定的に供給できる産地づくり

構造改革を進める産地・担い手産地において立てた戦略(産地計画)に基づき、

し、 をを積極的に支援 新鮮でおいしい国産果実を安定的に供給できる産地づくり

進めます。

具体的には、以下の取組等に対して助成します。

優良品目・品種への転換 小規模な園地整備① 、

担い手への園地集積 労働力確保のためのシステムづくり② 、

【補助率１／２、定 額】

【果樹経営支援対策事業 所要額 ４,７５０（０）百万円】

［担当課：生産局果樹花き課（０３－３５０１－３０８１（直 ］））



（５）企業の農外からの新規参入の促進

【企業参入支援総合対策 １７．３（０．２）億円ほか】

対策のポイント
農地リース特区の全国展開（平成１７年９月から）により醸成された機

運を活かし、農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促進するための本格

的な事業を開始します。

（企業が地域に参入した事例）

鹿児島県内〈事例１ ［参入場所］〉

建設業者６社、青果物販売・加工業者１社［参入法人］

遊休農地７．３ｈａにおいてらっきょうを栽培［経営内容］

農家の高齢化等による担い手不足で産地の維持が困難にな［地域への効果］

っている地域ブランドの生産振興に寄与。

新潟県内〈事例２ ［参入場所］〉

建設業者２社、観光農園業１社、自然農法による農産物生産［参入法人］

・販売１社、ＮＰＯ法人１、公社１

遊休農地等３０ｈａにおいて水稲、畑作等［経営内容］

高付加価値の農産物を生産するとともに、地域における遊［地域への効果］

休農地の解消にも寄与。新規就農者の受け入れや繁忙期のパ

ート雇用の拡大など新規定住も期待。

政策目標

企業等の農業参入法人数を５年で３倍増

１５６法人(１７年度末) → ５００法人(２２年度)

＜内容＞

１．農業参入促進のための総合的な広報・相談活動

農業参入促進のための を実施し、企業等の農業参研修会、広報活動、個別相談

入円滑化及び地域農業の担い手としての経営発展等を支援します。 【定 額】

【企業等農業参入支援全国推進事業 ２０（０）百万円】

２．農地利用調整の円滑化

（１）農地情報の提供

インターネットにより農地の貸借等の希望に関する情報を公開し、地域内外

から を構築します。その中で、企業農地の出し手・受け手を募集できる仕組み

等が参入に必要な農地に関する情報を広く提供します。 【補助率１／２】

【担い手農地集積高度化促進事業のうち農地マーケット事業（特会）

３００（０）百万円】



（２）農地利用の調整

掘り起こし活動や企業等が参入企業等の積極的な農業参入を促進するための

を実施します。 【定 額】する農地の利用調整活動

【特定法人等農地利用調整緊急支援事業 １５（２０）百万円】

（３）農地リースの支援

企業等が利用する に必要となる経費、 に農地の測量調査等 小作料一括前払い

必要となる経費、 に必要となる経費を支援し、企業等への農地簡易な基盤整備

リースを促進します。 【定 額、補助率１／２】

【企業等農業参入支援推進事業（特会）４３０（０）百万円】

３．機械・施設リースの支援

、 。企業等への農業用 し 農業参入の します機械・施設リースを支援 初期投資を軽減

【定 額、補助率６／１０】

【企業等農業参入支援加速リース促進事業（特会）９６４（０）百万円】

４．交付金等による支援

（１）生産・加工・流通施設、土地基盤の整備

生産・加認定農業者等の育成・確保、担い手への農地の利用集積等に資する

に対し支援し、農業参入の初期投資を軽減しま工・流通施設、土地基盤の整備

す。 【定 額】

【経営構造対策

強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

（２）遊休農地の土地条件整備

に必要な に対し支援し、企業等による農地の有遊休農地の改良 土地基盤整備

効利用及び地域の振興を図ります。 【定 額】

【遊休農地活用土地条件整備

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３４，０８８（０）百万円の内数】

（３）生産技術の支援

企業等へ や農業生産 等を行い、安定的な経営発営農計画 技術等の濃密な指導

展を支援します。 【定 額】

【新技術活用優良農地利用高度化支援

強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

（４）農業用機械・施設整備等に係る融資

経費等を経営体育成強化農業経営の改善を図る農業用機械・施設を取得する

します。資金等により融通

【農林漁業金融公庫資金等】

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５０１－３７６８（直 ）]）



農業用機械・施設の整備等に係る初期投
資の軽減

施設整備等の支援
（企業等農業参入支援加速リース促進事業(新規)）
（強い農業づくり交付金(経営構造対策)(継続)）
（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

(遊休農地活用土地条件整備)(新規)）
（農林漁業金融公庫資金等 (拡充)）

企業参入支援総合対策
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農
段
階

フ
ェ
ー
ズ

就
農
準
備
段
階

協
定
締
結
段
階

参
入
検
討
段
階

基
礎
的
情
報
収
集
段
階

協
定
締
結

特
定
法
人
貸
付
事
業

営農開始

特定法人

特定法人が参入可能な農地を含め、農地の貸借等の希望に関する情報について、イ
ンターネットを活用し、広く地域内外へ提供する仕組みを構築

農地情報の提供 (農地マーケット事業(新規))

◎研修会の開催
農地法等の法制度や特定法人貸付事業の
仕組み等を習得するための研修会を実施

特定法人貸付事業制度の普及啓発及び参入を目指す企業等に対する個別相談を実施

農業参入促進のための総合的な広報・相談活動

特定法人の農業参入を円滑に進めるた
めの、農地利用調整活動を実施

農地利用の調整

◎情報収集・広報活動
企業等の参入事例等情報収集やパンフ
レット等による制度の広報活動を実施

◎個別相談活動
農業参入を目指す企業等に対す
る個別相談を実施

農地の借入

農地農地

農地所有者

（特定法人等農地利用調整緊急支援(継続))

農地の貸付

市町村又は農地保有合理化法人

国内農業の体質強化に向けた取組みをスピード感を持って推進

「企業等の農業参入法人数を５年で３倍増」

平成２２年度 ５００法人を実現

農業経営の定着

測量・小作料一括前払・簡易な土地基盤整
備の支援

農地リースの支援
（企業等農業参入支援推進事業(新規)）

特定法人(企業等)による営農

生産技術の支援

（強い農業づくり交付金
(新技術活用優良農地利用高度化支援)(拡充)）

営農計画策定、作付け計画、生産技術等
の支援

(企業等農業参入支援
全国推進事業(新規))



（６）構造改革のための基盤づくりの新たな展開 

 
【農業生産基盤整備の推進    １，３４９（１，３１１）億円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基盤整備とは） 

  基盤整備とは、農業生産にとって最も基礎的な資源である農地や農業用水を、良好な営

農条件を備えたものに整備することです。 

  水田における基盤整備の実施によって、以下のような状況が生まれています。 

・  基盤整備を実施した地区の約４割で生産組織が設立されています。 

・  基盤整備を契機に、１年間に約１万ｈａの担い手への農地の利用集積がなされて

います。 

・  基盤整備が実施された地区において農業法人が約２００法人設立されています。 

・  仮に今後基盤整備を行わなければ、未整備水田での耕作放棄が進み食料自給率が

低下するおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成１９年度における農業生産基盤整備の実施方針＞ 

①  約７，０００ｈａの農地を担い手に集積 

②  約１０，０００ｈａの水田を整備するとともに７，０００ｈａの畑地にかんがい施

設を整備 

③  国で造成した基幹的な農業用用排水路２，０００ｋｍの機能診断を実施 

④  地域担い手育成総合支援協議会の定めるアクションプログラムの担い手育成の目標

を達成するため、経済成長戦略推進枠に計上 

○  意欲と能力のある経営体への農地の利用集積率を事業実施前

より２０ポイント以上向上 

○  国で造成した基幹的な農業用用排水路約１万４千ｋｍの機能

診断を５年間で実施 

 

  担い手の育成・確保や担い手への農地の利用集積を図るためには農業生産

基盤の整備が不可欠です。このため、効果の高い地区を重点的に整備してい

きます。 

  また、農業生産法人の育成や地域の発展段階に応じた段階的基盤整備、さ

らに農業生産の基礎となる基幹的な農業水利ストックを効率的に活用するた

めのストックマネジメントの本格導入など新たな取組を進めます。 

対策のポイント 

政策目標 



＜新規拡充事業の内容＞ 

１．農業の構造改革の加速化に資する基盤整備の推進 

  農業生産にとって最も基礎的な資源である農地の整備を契機として、担い手の育
成・確保や農地の利用集積を図ります。 
  具体的には、以下の取組を実施します。 
①  担い手の育成・確保や担い手への農地の利用集積の契機となる基盤整備を実施 

【補助率１／２等】 
②  基盤整備に係る農家負担について無利子融資を実施 

【経営体育成基盤整備事業（公共）  ７４，６００（８０，０１０）百万円】 

【畑地帯総合農地整備事業（公共）  ４８，４５１（５０，１８９）百万円】 

【担い手育成農地集積事業（融資枠）（特会）  １０，５００（１２，０００）百万円】 

 

２．基盤整備を契機とした農業生産法人等の育成 

  農業生産の基盤の整備と所要の関連支援施策を一体的に実施し、望ましい農業構造
の確立及び農村社会の持続的な発展に資する経営者としての能力を身に付けた農業生

産法人等を育成します。 【補助率１／２等】 

【農業生産法人等育成緊急整備事業（公共）  １，０００（０）百万円】 

 

３．地域の発展段階に応じた基盤整備の推進 

  農地の利用集積の状況など地域の構造改革の進展に応じて担い手が必要とする基盤
整備の内容を選択する方式（段階的基盤整備）を、モデル地区での計画策定や経営体

育成基盤整備事業等の実施を通じて実証し、将来全国展開を図るための指針を策定し

ます。 【定  額】 
【段階的基盤整備等実証調査事業（公共）  ３０（０）百万円】 

【経営体育成基盤整備事業（公共）  ７４，６００（８０，０１０）百万円の内数】 

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（非公共）  ３４，０８８（０）百万円の内数】 

 

４．ストックマネジメントの推進 

  基幹的な農業水利施設の機能診断、予防保全計画の作成及び計画に基づく対策工事

を一貫して実施します。 

  具体的には、以下の取組を実施します。 

①  国で造成した農業水利施設の機能診断及び予防保全計画の作成 【補助率10／10】 

②  都道府県で造成した農業水利施設の機能診断及び予防保全計画の作成に対する支

援 【補助率１／２】 

③  予防保全計画に基づく対策工事の実施に対する支援 【補助率１／２】 

【基幹水利施設ストックマネジメント事業（公共）  ４，０００（０）百万円】 

【国営造成水利施設保全対策指導事業（公共）  １，７８６（８７３）百万円】 

 



５．技術マニュアルの作成 

  ストックマネジメントの取組を現場で円滑に進めるため、その基本的な考え方や手

順等を整理した技術マニュアルを充実します。 

 

６．農業用水の安定供給対策 

  良質な農業用水の安定的な供給と国土の保全のため、水源地域の水源かん養機能等

の向上に向け、森林の整備と地域住民への普及促進活動等を一体的に行います。 

【農業用水関連特定森林整備対策（公共）  ５，０００（０）百万円】 

【農業用水水源地域保全対策事業（公共）  １，０００（０）百万円】 

 

担当課：農村振興局農地整備課（０３－３５０２－６２７７（直）） 

水利整備課（０３－３５０２－６２４６（直）） 

 

 

 

○  基盤整備を契機とした農業生産法人等担い手の育成状況 

 
※  ほ場整備実施地区数とは、Ｈ5～Ｈ14に採択されたほ場整備事業（一般型・担い手育成型）と土地改良

総合整備事業（一般型・担い手育成型・支援型・水田農業緊急整備型）を実施した地区数。 

※  生産組織とは、複数の農家が参加しており、代表者及び規約の定めがある協定が結ばれているなどの

県営ほ場整備事業等において定義されていた組織をいう。 



（７）飼料自給率向上の取組の推進

【飼料自給率向上対策 ２６０（２６０）億円】

対策のポイント
国内産飼料の生産・供給を拡大するための施策を充実します。

水田での稲発酵粗飼料等、飼料作物の生産・利用の拡大、未利用資源の

飼料化の推進等に取り組みます。

（飼料の種類）

飼料は、粗飼料と濃厚飼料に分けられます。牛や羊等の草食性家畜は粗飼料と濃厚飼

料を給与しますが、豚や鶏はほとんど濃厚飼料のみを給与します。

① ・・・乾牧草、サイレージ（発酵させた粗飼料（牧草、青刈りとうもろこし、粗飼料

稲発酵粗飼料 、稲わら等））

② ・・穀類（とうもろこし、こうりゃん、大麦 、糠類（ふすま、米ぬか 、濃厚飼料 ） ）

粕類（大豆油粕、ビール粕、豆腐粕 、動物性飼料（魚粉）等）

また、食品工場やスーパーで発生するパンくずや売残り弁当を家畜の飼料として再利

用しています（ 。エコフィード）

政策目標

飼料自給率の向上

２４％（平成１５年度） → ３５％（平成２７年度）

＜内容＞

１．国産粗飼料の生産拡大

（１）地域の創意工夫を活かした飼料生産の振興に直接つながる取組を支援する事

業を創設します。これにより を図水田における効果的な飼料作物の生産振興

ります。

【補助率１／２以内、定 額】

【耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（６，２０８）百万円】

（２）水田地帯等における新たな畜産の担い手育成と農地の有効活用を図るため、

耕種農家等が円滑に畜産を導入できるよう支援 不作付地等を対象としつつ、

する新たな対策を講じます。した飼料基盤整備を促進

【補助率１／２、５５／１００、２／３等】

【草地畜産基盤整備事業(公共) １３，４１８（１２，５９９）百万円】

稲発酵粗飼料や稲わらの畜産農家での利用 稲わらの安定的（３） を促進する取組や

を実現する革新的な生産・流通システムの導入の支援を行います。な供給



【定 額】

【国産粗飼料増産対策事業 １，７２２（１，７２２）百万円】

【補助率１／２、１／３等】

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

【補助率１／２、１／３等】

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】

２．飼料の生産・流通体制の整備

ＴＭＲ（１）飼料作物の生産からＴＭＲ（完全混合飼料）の調製・供給までを行う

を促進センターを中心とした先端的な地域の飼料生産・供給システムの波及

するためのモデル的な取組を支援します。さらに、遊休農地等における放牧

の拡大、生産性・作業効率の高い牧草地への改良等に対する支援を行います。

【補助率１／２、１／３等】

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

【補助率１／２、１／３等】

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】

飼料作付面積に（２）飼料基盤に立脚した環境調和型の酪農経営を確立するため、

を行います。応じた支援

【定 額】

【酪農飼料基盤拡大推進事業 所要額 ５，４４６（５，４４６）百万円】

３．エコフィード（食品残さの飼料化）の推進

地域で発生する食品残さ等を飼料として（１）濃厚飼料の自給率向上を図るため、

する、環境にやさしいリサイクル飼料生産（エコフィード）の仕組再生利用

みづくりを推進します。

【定 額】

【食品残さ飼料化対策推進事業 ２８（３０）百万円】

（２）食品残さの飼料化技術の波及を図るため、原料や製品の収集・運搬が県域を

超えるような大規模で します。先端的・モデル的な取組を支援

【補助率１／２】

【未来志向型技術革新対策事業 ５，８８２（０）百万円の内数】

担当課：生産局畜産部畜産振興課(０３－３５０２－３３８１(直))

〃 畜産企画課(０３－３５０２－０８７４(直))



（８）環境保全型農業の推進

【環境農業特別対策 ３２（２）億円】

対策のポイント
我が国農業生産のあり方を環境保全を重視したものに転換することを推

進し、農業生産活動に伴う環境への負荷を低減します。

（環境保全型農業とは）

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等

のこを通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の低減に配慮した持続的な農業

とです。

政策目標
エコファーマーの認定促進

＜基準年（平成１５年度）＞ ＜目標年（平成２１年度）＞

４７，７６６件 → ２００，０００件

（エコファーマーとは）

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、たい肥等によ

、 、る土づくり 化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む計画を立て

都道府県知事の認定を受けた農業者の通称です。

＜内容＞

１．地域の環境保全に向けた先進的な営農活動への支援

農地や農業用水等の資源の保全向上活動と一体的に、化学肥料や化学合成農薬

地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な営の使用を大幅に低減するなど、

することにより、地域における農地・水・環境の良好な保全と質的農活動を支援

向上の促進を図ります。 【定 額】

【 （ ） ， （ ） 】農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金 再掲 ２ ９８６ ０ 百万円

２．農業環境生産技術の確立・普及

多様な環境負荷低減技術の導入効果持続的な農業生産の推進に生かすため、

についての や、 を開発し、農業者等に実証試験 土壌改良資材等の効果の検証手法

広く普及します。

具体的には、

① 有機農業の実現に資すると見込まれる技術等について、その導入効果や適用

条件を調査するため、 を行います。 【定 額】実証試験等

② 有機農業をはじめとする環境保全型農業について、生産現場での取組の拡大

。 【 】に向けた を行います 定 額啓発活動 技術情報等の提供、

。【 】③ 土づくりに用いる土壌改良資材等の効果に係る します 定 額判定手法を開発

【有機農業等指導推進事業 ５４（０）百万円】

【土壌改良資材等効果検証手法開発事業 ２２（０）百万円】



３．精密農業により、環境負荷の大幅な低減を達成

による大幅な環境負荷低減効果を実現す精密農業技術の効果的な導入・組合せ

る を構築します。ＩＴ活用型営農

具体的には、以下の活動などに対して助成を行います。

航空写真等を解析 肥沃① して得られた土壌の肥沃度等のデータに基づいて、

を行う精密可変施肥機の試作。でない箇所のみに施肥

を事業実施地区の する② 病害虫発生予察ソフト 地形、微気象に合わせて改造

ことで、高精度な病害虫発生予察を実施。

【補助率１／２等】

【ＩＴ活用型営農成果重視事業 ９５（９５）百万円】

４．環境農業生産技術の面的拡大

共同利用機械・施環境と調和した持続的な農業生産を推進するために必要な

に関する支援を実施します。 【補助率１／２等】設、土壌 土層改良等の整備・

【強い農業づくり交付金 ３４，０６７（４０，５０６）百万円の内数】

５．農業者が取り組む「農業環境規範」の普及・定着

「農業環境規範」の実践の要件化（クロス・コンプライア補助事業等における

について、平成１７年度に要件化を実施した事業の検証を踏まえ、対象をンス）

拡大する等、その普及・定着を推進します。

（農業環境規範とは）

として「土づくりの励行 「適農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項 」、

切で効果的・効率的な施肥 「効果的・効率的で適正な防除」など７項目を定めてお」、

り、 するためのも農業者が自らの生産活動における実行状況について自己点検を実施

のです。

［担当課：生産局農産振興課（０３－３５０２－８５０９（直 ］））
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